
相続相談会からのご提案

相続対策といっても、

何から始めていいかわからない方へ

ご家族構成、資産状況をお伺いした上で、
複数のパターンを想定し、それぞれの
相続税額を計算し、ご提示します。まずは
対策を練る為に現状を把握しましょう。
１０万円＋消費税～

他
の
相
続
相
談
会
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
司
法
書
士

な
ど
、
各
士
業
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
も
の
が
多
い
で
す
が
、

私
た
ち
は
連
携
し
て
、

皆
様
の
資
産
管
理
・
運
用
・
活
用
、
相
続
対
策
を
お
手
伝
い
し
ま
す

相続税シミュレーション 044-233-2811

不動産評価・活用提案 044-246-5831

遺言・後見契約作成 03-5438-7707

ライフプランニング 045-516-8088

税理士法人下平会計事務所 副所長・税理士/西 徳幸

㈱ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ相談研究所代表取締役 おおてき .

CFP・１級FP・中小企業診断士/樗木 裕伸

司法書士事務所イリス 代表司法書士/野田 俊哉

㈱川崎中央プランナー代表取締役
中小企業診断士・宅地建物取引士/木村真教

元銀行員の経験を活かし、ご年齢、
ご家族構成、資産状況などから、
生涯の資金計画を作成。資産運用、
法人の資金調達もお任せください。
８万円＋消費税～

今後の人生を、ご家族と幸せに暮らすために
遺言、後見の活用をお勧めします。公証人
のアドバイスだけでは足りない場合、専門家
として文書作成をお手伝いします。
５万円＋消費税～

不動産の時価と相続税評価額の差を把握し、
最大限に活用することが相続対策の肝です。
個別事情をふまえたプロの不動産活用提案
をご提示します。 ５万円＋消費税～

お問い合わせ先に迷ったら・・・
相続相談会企画会社 株式会社川崎中央プランナーまで

☏ ０４４－２４６－５８３１ ✉ company@kcp.gr.jp
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